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は じ め に 

 

 綾部市は、昭和２５年８月に綾部町、中筋村、吉美村、西八田村、山家村及び口上

林村が合併して京都府で４番目の市として誕生しました。 

 本市の水道事業は、昭和２７年３月に計画給水人口１万２千人として工事に着手し、

昭和２８年１１月に１日最大給水量２，１６０㎥の規模で旧綾部町区を対象に給水を

開始して以来、市勢の伸展などに合わせて６次にわたる水道施設の拡張事業を実施し、

第三浄水場の建設、第一浄水場の老朽化に伴う移転改築を行い、安全な水の安定的に

供給するための事業・運営に努めてきました。また、市周辺部においても、簡易水道

３４か所、飲料水供給施設９か所の統廃合により簡易水道は９か所、飲料水供給施設

は３か所となりました。 

また、令和２年度４月より簡易水道事業を経営統合し、合わせた地域を上水道事業

の給水区域として運営しています。 

現在では、計画給水人口３３，５００人、１日最大給水量１８，１００㎥とした事

業認可を受けているところです。 

 水道は生活する上で必要不可欠であり、安全・安心な水を安定的に供給することは

水道事業に携わる者の最も基本的な使命です。 

本市では、水道に係る課題を解消しながら安全・安心な水をご使用いただくために

計画的に事業を行い、現在次に掲げる重点的課題を解消するために積極的に取り組ん

でいます。 

 

① 生活基盤の向上・改善を図るため水洗化を全市域で取り組んでおり安定した

水量の供給が必要となっています。 

② 水道はライフラインとして大きな役割を果たしており、災害時に備えた強い

水道の構築が必要となっています。 

③ 経年管の布設替えや老朽施設等の更新を計画的に進めます。 

 

また、水道水源の中にクリプトスポリジウム等の病原性微生物が確認されるなど水 

道を取り巻く環境問題も深刻になってきています。 

水道の安全性を確保するために、水道関係法令で定められている水質基準項目検査 

を中心に、独自でも設定した検査を行い、水質基準に適合した水を供給します。 

水質検査の透明性を確保するため、水道事業者が毎事業年度の開始前に水質検査計 

画を策定し公表することが、水道法施行規則によって義務付けられています。 

本市におきましても、水質に係る動向を踏まえた上で水道法施行規則に基づき、毎 

年度に「水質検査計画」を策定し、お客さまに安全・安心な水を供給するだけでなく、

水質検査の実態を理解していただき、水に対する要望・意見等を通じ水道事業者とお

客さまが一体となった水道事業を目指しています。 

 



水質検査計画について 

 

水質検査計画は、綾部市の水道使用者の水質への関心及び理解を一層高めるととも

に、皆様に水質への信頼を深めていただくことを目的として、本市が実施する水質検

査等の地点、頻度、項目等について、水道法施行に伴い、平成１７年度より策定し公

表しています。 

 本市では、水道法に基づく水質基準の適合状況の把握するための給水栓（各浄水場

を代表する給水栓）の水質検査及び、浄水場水源の原水及び水処理後の浄水の水質検

査を実施しています。 

 令和２年度の経営統合により整備された８か所の浄水場（六つの給水エリア）につ

いて、水道法に基づく水質検査を計画し、水道事業の給水区域に在る特定の公共井戸

等（従前のその他水道（飲料水供給施設）等）の水質に係る検査を継続受託し、総じ

て水質検査計画を策定し管理を行っています。 

 また、厚生科学審議会答申等を得て、必要な知見の収集等を実施し、水質検査基準

等の逐次検討し変更点を改訂しています。 

 

  

 以上の内容で令和８年度においても、この「水質検査計画」に基づき水質管理に努

めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【表紙の写真】 

・綾部市第一浄水場 

 平成 29 年度稼働、ろ過能力：7,500 ㎥/日 
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１ 水質検査計画に関する基本方針 

 綾部市では、安全・安心な水道水をお客さまへお届けするため、水源から給水栓ま

での水質管理を行うとともに、水道法に基づく水質基準に適合しているかどうかの水

質検査を行っています。 

 水質管理を行う上で、検査項目、検査頻度を定めた水質検査計画を策定し、公表し

ています。 

 なお、水質検査計画は、以下の基本方針により策定しています。 

 

① 水質検査は、水道法で定められている項目及び水質管理上必要と判断する項目

について行います。 

② 水質検査は、浄水場の配水系統ごとに選定した給水栓（蛇口）において行いま

す。また、浄水場における水源より取水の原水及び浄水処理後の処理水（浄水）

についても検査を行います。 

③ 水質検査の頻度は、検査項目ごとに水源の状況や過去の検査結果をもとに、法

令で定められた頻度で水質検査を行います。 

 

 

２ 水道事業の概要 

綾部市の水道事業は、８か所の浄水場（内訳は、２箇か所の川の表流取水、６か所

の取水井を含む浄水施設）によって、取水・浄水処理を行い各家庭（お客さま）へ給

水を行っています。また、特定の公共井戸（給水区域外に存する、３か所）の供給施

設に係る水質を管理しています。 

本市の水道事業は、昭和２８年並松町に第一浄水場を建設し由良川（平成１８年度

に取水位置を野田町に移転。）を水源に給水を始めました。その後、市勢の伸展に伴

い第二浄水場、第三浄水場及び配水池等の施設の建設を行いながら、給水区域の拡

大・給水施設の整備を進めてきました。 

また、主に山間部の谷水や地下水、上林川等を水源とした山間・狭小地域は、簡易

水道及び飲料水供給施設として運営を行ってきましが、簡易水道事業への統合整備を

行い、安定した給水の確保、未普及地を解消するために事業を進めてきました。 

この様な整備推進の中、第一浄水場の老朽化に対応するため、寺町地内に新たに第

一浄水場の整備を行い、平成２９年１０月より稼働を始めました。 

この他に令和２年４月に旧簡易水道事業の９地区を水道事業に経営統合し、すべて

のエリアを水道事業として運営しています。 

今後も、由良川・上林川をはじめとした良質・豊富な水源を活用し安全で清浄な水

の供給に努めます。 
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（１） 給水状況 

・綾部市の給水状況         （令和８年３月末 現在） 

区  分 上 水 道 

給水人口 ２９，０２０ 人 

計画給水人口 ３３，５００ 人 

給水戸数 １５，３１９ 戸 

計画給水量 １８，１００ ㎥/日 

年間総配水量 ４，５５３，７８２ 千㎥ 

 

・給水区域 

別添図「給水区域図」を参照。 

 

（２） 浄水施設の概要等 

 ・浄水場の所在地と概要 

 

●上水道の浄水施設【概 要】 

浄水場名称 所在地 水源及び種別 
処理能力 

(m３/日) 
浄水処理方式 凝集剤 消毒剤 

第一浄水場 寺町 表流水 7,500 膜ろ過 
ポリ塩化アルミニ

ウム（ＰＡＣ） 

次亜塩素酸

ソーダ 

第二浄水場 里町 浅井戸 8,200 急速ろ過 ― 〃 

第三浄水場 井倉町 浅井戸 9,050 急速ろ過 ― 〃 

上林浄水場 五津合町 浅井戸 396.0 膜ろ過 
ポリ塩化アルミニ

ウム（ＰＡＣ） 
〃 

口上林浄水場 十倉名畑町 浅井戸 687.6 急速ろ過 

ポリ塩化アルミニ

ウム 

（ＰＡＣ） 

〃 

東八田浄水場 上杉町 浅井戸 469.7 急速ろ過 
ポリ塩化アルミニ

ウム（ＰＡＣ） 
〃 

於与岐浄水場 於与岐町 表流水 166.0 緩速ろ過 ― 〃 

畑口浄水場 五泉町 浅井戸 150.0 緩速ろ過 ― 〃 
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●水質管理を行う公共水道施設【概 要】 

 施設名称 所在地 水源及び種別 
処理能力 

(m３/日) 
浄水処理方式 消毒剤 

1 小仲 故屋岡町小仲他 表流水 22.5 緩速ろ過 
次亜塩素酸

ソーダ 

2 草壁 睦寄町草壁 浅井戸 11.4 急速ろ過 〃 

 

3 

 

庄 睦寄町庄 浅井戸 18.0 粗ろ過 〃 

 

 

（３） 水道水質の原水及び浄水の状況 

ア 原水の状況 

原水の水質は概ね良好ですが、クリプトスポリジウム等の汚染に注意する必要 

があります。第一浄水場及び上林浄水場では膜ろ過方式を採用し、第二浄水場、

第三浄水場及び口上林浄水場については前塩素、凝集等沈殿処理から急速ろ過を

行う一連の浄水方式を導入する中で厳正な濁度管理を行っています。また、東八

田浄水場と於与岐浄水場は紫外線処理装置を設けて、クリプトスポリジウム対策

に留意し水質管理を実施しています。その他の浄水場等では、毎週１回の頻度で

クリプトスポリジウム等対策指針に基づき濁度検査を行うとともに、原水のレベ

ル（汚染可能性）に応じ、クリプトスポリジウム検査・指標菌検査を実施しなが

ら監視に努めています。クリプトスポリジウムの発生が確認された場合は、即時

に再検査を行い、安全性確保の対策を実施します。 

 由良川の水を取り入れている水源は、気候の変動及び降雨時による濁度上昇に

留意した水質管理を行います。 

その他、鉄、マンガン等自然界に存在するものを多く含む水源や、色度・濁

度・有機物質等を多く含む水源もありますが、これらは通常の浄水処理で十分除

去できています。 

イ 浄水の状況 

原水の状況より水源によっては監視の必要な項目もありますが、浄水について

は全て水質基準を満たしており、安全で良質な水道水をご使用いただいています。 
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３ 水質検査箇所 

水道法に基づく定期の水質検査を行う給水の外の検査箇所については、以下の地点 

で行います。 

（１） 給水（給水栓、蛇口） 

安全な水道水をご使用いただくために各浄水場等から配水される水道の配水系

統において、代表的な給水栓を指定して検査を行います。 

（２） 浄水場の原水及び浄水 

安全な水道水を供給するため、水源となっている河川および地下水等について

検査を行うとともに今後の水質の変化について監視を行います。 

また、第一浄水場、第二浄水場、第三浄水場では、その浄水施設が正しく機能

し、適正に処理が行われているかを確認するため、浄水池の浄水について検査を

行います。 

 

４ 水質検査項目及び検査頻度 

水質検査は、水道法で検査が義務付けられている給水栓（蛇口、浄水場の配水系統

を代表する給水栓。）で採水した水（給水）に加え、水源付近の取水施設等で採水し

た原水と、第一浄水場、第二浄水場及び第三浄水場については、構内の浄水処理の水

（浄水）の検査を実施します。 

また、検査項目は、同法に基づき、「水質基準に関する省令」で規定する水質基準

項目及び水質管理上必要と判断する項目などとします。 

水質検査の頻度は、水源の状況や過去の検査結果に基づき定めます。 

検査等については、次のとおりとなります。 

・「令和８年度 綾部市水道水質検査計画」 

・「令和８年度 綾部市水道水質検査項目及び回数」 

 

（１） 法令に基づく水質検査及び頻度 

定期の水質検査項目は、水道法で検査が義務付けられている水質基準項目（５

２項目）等と水質管理上留意すべきとされている水質管理目標設定項目（２６項

目）の他、クリプトスポリジウム・ジアルジア検査と指標菌検査・農薬類（水質

管理目標設定項目の内の一項、）について実施します。 

ア 毎日の検査 

  色、濁り及び消毒の残留効果の監視（残留塩素濃度を自動測定計器による常時

監視を行っています。）を行います。 
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 ・色、濁り及び消毒の残留効果に関する検査 

水質検査項目 基 準 値 備   考 

色 ５度以下 目視により検査。 

濁り ２度以下 同上 

消毒の残留効果 

（残留塩素） 
0.1 ㎎/ℓ以上 同上 

  以上の検査は、目視による簡便な日常点検によるものとします。（検査の判断

基準は、「水質基準に関する省令」の定めるところの測定を必要としないため。） 

 

イ 定期の水質検査 

検査は、「水質基準に関する省令」に定める省略不可項目である１か月１回項

目、３か月１回項目について、水道法に基づき検査を行います。 

なお、水源の状況、過去の検査結果及び改正水質基準施行後の試験結果（過去

３か年の検査結果により、その値が基準値と比較し 1/10 以下の場合は、３年に

１回以上とすることが出来る。）に基づき、省略可能な項目については省略して

実施します。 

その水質の状況を確認するため、水質基準項目検査（全項目５２項目）を、１

年に１回、最も水質が悪化しやすい時期（８月）に実施します。また、水質管理

目標設定項目も同時に検査を行います。 

 

① 毎月行う検査（１１項目） 

省令で規定する項目（概ね１か月に１回以上検査を行わなければならない項

目）の９項目の検査に加え、藻類発生等に起因するカビ臭などを確認するため、

「ジェオスミン、２-メチルイソボルネオール」の２項目の検査を追加した１１

項目の検査を、全箇所において毎月１回行います。 

② ３か月に１回行う検査（２６項目） 

   前項の毎月検査（１１項目）と、省令の規定により省略することができないと

される１２項目を合わせた２３項目を基本に、箇所によって、「  アルミニウム及

びその化合物、カルシウム・マグネシウム等（硬度）、蒸発残留物」を追加した

検査を３か月に１回行います。 

  ③ 全項目検査（水質基準項目、５２項目） 

   省令で規定する５２項目（給水栓）とし、原水についても３９項目（全項目か

ら消毒副生成物と「味」を除く）の検査を行います。 

   その項目が３年に１回まで減ずることにおいても、水質の状況を確認するため、

検査頻度を１年に１回として検査を行います。 

④ 水質管理目標設定項目検査（２６項目） 

   その検査の義務はありませんが、水質管理上留意すべき項目として、水質基準

等に準じた検査を前項の全項目検査と同時（１年１回）に行います。 
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⑤ 農薬類検査（水質管理目標設定項目の１５項目、農薬類１１５項目） 

   農薬類検査の実施に当たり、関係団体等へ聞取りによって、農薬の種別の調査

を行い、その検査の対象項目を１１５項目としました。 

水質管理目標設定項目検査と別に、その水源の環境状況に応じて「農薬類」の

試験を年 1 回、農繁期の５月に実施します。 

 

（２） 独自の水質検査 

ア 独自に定める定期検査 

   本市では、省令に規定する項目検査の外に水源及び水道水等の状況により、以

下の水質基準項目の検査を行います。 

 ① 「定期の水質検査」と同時に行う項目等の追加検査 

  水質基準項目検査、水質管理目標設定項目検査及び農薬類の検査をその状況等

に応じて実施します。 

  ② 「水道におけるクリプトスポリジウム等対策指針」に基づく検査 

   各浄水場（原水）において水系感染症を引き起こす可能性のある病原性微生物

クリプトスポリジウム等に関し安全な水質管理を行うため、「指標菌（大腸菌、

嫌気性芽胞菌）」「クリプトスポリジウム、ジアルジア」検査を各水源の状況等に

応じて実施します。 

  ③ 「アンモニア性窒素」の検査 

   第一浄水場、第二浄水場及び第三浄水場の原水において、環境汚染の影響を確

認するため、原水への検査を実施しています。 

  ④ 「全窒素」の検査 

   第一浄水場の水源である由良川の原水において、環境汚染の影響を確認するた

め、原水への検査を実施しています。 

  イ 水利使用に関する定期検査 

   第一浄水場において、その水源の水利使用に関する許可に係る水利使用規則に

基づき、由良川の水利を使用した浄水処理工程で排出する水について、水質基準

検査と別に、「ｐＨ値、生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ）、化学的酸素要求量（Ｃ

ＯＤ）、浮遊物質（ＳＳ）」の水質試験を月 1 回（採水の時期は、その規定により

月初めに行う。）行い、国土交通省近畿地方整備局へ報告します。 

  

（３） 臨時の水質検査 

 次の場合、水道法に基づき必要に応じた適切な項目の検査を行います。 

ア 臨時の水質検査 

   水道水源の周辺等で、汚染物質の流入等による水質汚染事故等が発生し、水道

水が水質基準に適合しない恐れのある場合に臨時の水質検査を行います。 

① 水源の水質が著しく悪化したとき。 

 ② 水源に異常があったとき。 
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 ③ 水源付近、給水区域及びその周辺等において消化器系感染症が流行している

とき。 

 ④ 浄水過程に異常があったとき。 

 ⑤ 配水管の大規模な工事、その他水道施設が著しく汚染されたおそれがあると

き。 

 ⑥ その他特に必要があると認められるとき。 

イ 請求による水質検査 

   お客さまから水道水に異常を認めたとき等に水質検査の請求をされた場合は、

必要な項目について検査を行います。 

 

５ 水質検査方法 

水質検査は、毎日の検査（前述の１日１回検査）を除く水質基準項目等の検査は、

水道法第２０条第３項に規定する登録検査機関へ業務委託契約を締結して行い、以下

の検査方法に従い実施しています。 

 検査方法については、次のとおりです。 

・  水質基準項目については、「水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大

臣が定める方法」（平成 15 年厚生労働省告示第 261 号(最近改正を使用))に規

定する方法により検査を実施しています。 

・  その他、「水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並び

に水道水質管理における留意事項について」（厚生労働省水道課長通知平成 15

年 10 月 10 日付健水発 1010001 号）に基づき実施するほか、「上水試験方法」

（最新版）の中から、選択し検査を行っています。 

・  指標菌及びクリプトスポリジウム等については、「水道における指標菌クリプ

トスポリジウム等の検査方法について」（厚生労働省水道課長通知平成 19 年 3

月 30 日付健水発第 0330006 号）(最近改正を使用）のクリプトスポリジウム

等の検査方法にて検査を実施しています。 

残留塩素測定については、前述の水質基準項目等の検査を行う給水箇所ごとに採取

者で行い、その方法は水道法施行規則第 17 条第 2 項の規定に基づき厚生労働大臣が

定める遊離残留塩素及び結合残留塩素の検査方法（平成 15 年 9 月 29 日厚生労働省告

示第 318 号(最新改正版を使用)によって行います。 

 

６ その他の留意事項 

（１） 水源の汚染源等について 

まず農業分野については、水質への影響が懸念される農薬類の使用状況につい

て農業関係機関等へ調査を行ったところ、綾部市内の使用農薬では現在のところ

環境等への負荷は低いものと考えられ、今後も経過等を確認しながら監視してい

くこととしています。また畜産経営においては取水場付近にも見られますが、畜
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産関係の糞尿処理の影響についても留意が必要と考えています。 

工業分野は市内中部に工業団地が存在し、立地企業が稼動しておりますが、産

業排水については団地内で水処理を行っています。また、工場内の最終出口付近

で採水した水について水質試験を行い、排水基準に適合範囲内であることを、常

に監視しながら周辺の河川へ放流が行われています。 

下水処理については、未だに未処理地区も多く存在していますが、現在、整備

進行中であり汚水処理も進んできています。 

今後も関係機関、関係部署からの情報収集に努めながら水源の状況を常に把握

し一層の水質管理を図っていきます。 

 

 

（２） 原水に係る水質検査の考え方 

現在、主な水源である由良川・上林川等は水質検査結果並びに周辺の状況で、 

見てみると産業排水、農業経営による農薬等の影響も確認されず、安定した水質

を保っています。今後、産業及び農業経営・生活雑排水等の様々な要因は考えら

れますが、関係機関の情報提供と水質検査結果を基に常時状態を把握しながら原

水の検査頻度を検討していくこととしています。現時点では年間で最も水質が悪

化すると考えられる５月から８月頃にかけて原水検査を行うことにより水質の状

態を把握します。今後、大きな水質変化が生じた場合、また水質変化が生ずるこ

とが予想される場合は検査頻度を見直し、より的確な状況把握に努めます。 

（３） 水質基準項目の定量下限値及び測定精度 

原則として基準値及び目標値の 1/10 の定量下限を確保し、1/10 付近において

変動係数（ＣＶ）が無機物では 10％以下、有機物では 20％以下の精度で水質検

査を行います。農薬に関しては、目標値の 1/100 を定量下限とし、変動係数（Ｃ

Ｖ）20％以下を確保します。 

留意すべき事項 主な対象項目 

・稲作農家を中心とした農繁期における農薬

散布 

ｐｈ値、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒

素（窒素・リン・尿素等） 

・降雨による急激な濁度上昇 濁度・病原性微生物 

・下水未処理地区における各家庭の生活雑排

水 
病原性微生物 

・藻類の増殖 
２－メチルイソボルネオール、ジェ

オスミン 

・立地産業における排水、廃棄物等の処理 

農薬、ペルフルオロオクタンスルホ

ン酸（PFOS）及びペルフルオロオク

タン酸（PFOA）他 
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（４） 水道管等に係る衛生対策の状況 

本市の水道管は、耐用年数を経過しようとするものや、老朽化したものもあり、

計画的な布設替えを行ってきました。また、鉛管対策（鉛製の給水管をポリエチ

レン管への更新作業）も下水道整備に伴い取り替えを終えています。今後も給水

状況に留意しながら水道管の衛生対策を図っています。 

（５） 水質検査における精度管理及び信頼性保証について 

現在、水道分野では水道法第２０条に基づく水道水質検査結果の質を確保する

ため、水質検査の信頼性に関して、登録検査機関の国の登録、審査において水質

検査体制及び信頼性確保の措置が講じられている組織体制であることを確認して

いますが、日々の業務においても同様に求められていた措置が適切に講じられて

いることが重要です。    

よって、優良試験所基準（ＧＬＰ）の考え方を取り入れた信頼保証システム構

築が進められています。水道ＧＬＰとＩＳＯ/ＩＣＥ１７０２５の信頼性確保シ

ステムは、検査施設、検査員及び信頼性確保のための組織体制の審査のみでなく、

水質検査の過程を追跡して技術的能力を有することを確認した機関に対して認定

が与えられるものです。 

このことから、検査を委託する登録検査機関の信頼性を確認する上で、水道Ｇ

ＬＰ、ＩＳＯ/ＩＥＣ１７０２５の認定等の取得状況にも留意することが重要と

考えます。 

（６） 汚染の早期発見及び連絡通報体制について 

国土交通省・京都府・関係市町で構成する由良川水質汚濁防止連絡協議会の異

常水質時通報体制を整えており、汚染等による水質異常が発生した場合には即時

対処します。          

また、浄水場の自動監視装置により、残留塩素、濁度等の状況を常時監視して

います。 

 

７ 水質検査計画及び水質検査結果の公表 

 水質検査計画や水質検査結果についてはホームページでの公開、上下水道部上水道

課において閲覧できるようにします。 

 また、水道使用者の皆様のご意見・ご要望等をいただき、今後の水道事業に反映さ

せていきたいと考えておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。 

 

 

お問い合わせ先：〒623-0005 綾部市里町小南４番地 

                  綾部市上下水道部上水道課整備担当 

                  電話 0773—42—1815  FAX 0773—42—1817 

                  電子メール：jyosuido@city.ayabe.lg.jp 
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別表１

日付

11項目 52項目 40項目 11項目 11項目

α項目 25項目 20項目 α項目 α項目

β 項目

採水箇所 給水 原水 給水 給水 原水 給水 原水 給水 給水 原水 給水 原水 給水 給水 原水 給水 原水 給水 浄水 原水

11項目 11項目 11項目 11項目 52項目 40項目 11項目 11項目 11項目 11項目 11項目 11項目 11項目

13項目 25項目 20項目 13項目 13項目

クリプト

11項目 11項目 11項目 11項目 52項目 40項目 11項目 11項目 11項目 11項目 11項目 11項目 11項目

13項目 25項目 20項目 13項目 13項目

クリプト

11項目 11項目 11項目 11項目 52項目 40項目 11項目 11項目 11項目 11項目 11項目 11項目 11項目

14項目 25項目 20項目 14項目 14項目

クリプト

11項目 11項目 11項目 11項目 52項目 40項目 11項目 11項目 11項目 11項目 11項目 11項目 11項目

13項目 25項目 20項目 13項目 13項目

クリプト

11項目 11項目 11項目 11項目 52項目 40項目 11項目 11項目 11項目 11項目 11項目 11項目 11項目

13項目 25項目 20項目 13項目 13項目

クリプト

11項目 11項目 11項目 11項目 51項目 11項目 11項目 11項目 11項目 11項目 11項目 11項目

14項目 25項目 14項目 14項目

11項目 11項目 11項目 11項目 52項目 40項目 11項目 11項目 11項目 11項目 11項目 11項目 11項目

13項目 25項目 20項目 13項目 13項目

クリプト

11項目 11項目 11項目 11項目 52項目 40項目 11項目 11項目 11項目 11項目 11項目 11項目 11項目

14項目 25項目 20項目 14項目 14項目

クリプト

11項目 11項目 11項目 11項目 52項目 40項目 11項目 11項目 11項目 11項目 11項目 11項目 11項目

13項目 25項目 20項目 13項目 13項目

クリプト

11項目 11項目 11項目 11項目 51項目 40項目 11項目 11項目 11項目 11項目 11項目 11項目 11項目

13項目 25項目 20項目 13項目 13項目

β 項目

γ 項目

11項目 11項目 11項目 11項目 51項目 40項目 11項目 11項目 11項目 11項目 11項目 11項目 11項目

13項目 25項目 20項目 13項目 13項目

β項目

11項目 11項目 11項目 11項目 51項目 40項目 11項目 11項目 11項目 11項目 11項目 11項目 11項目

13項目 25項目 20項目 13項目 13項目

β 項目

11項目 11項目 11項目 11項目 52項目 11項目 11項目 11項目 11項目 11項目 11項目 11項目

14項目 14項目 14項目

25項目

11項目 11項目 11項目 11項目 52項目 11項目 11項目 11項目 11項目 11項目 11項目 11項目

14項目 14項目 14項目

25項目

11項目 11項目 11項目 11項目 52項目 11項目 11項目 11項目 11項目 11項目 11項目 11項目

14項目 14項目 14項目

25項目

ＢＯＤ ＢＯＤ ＢＯＤ ＢＯＤ ＢＯＤ ＢＯＤ ＢＯＤ ＢＯＤ ＢＯＤ ＢＯＤ ＢＯＤ ＢＯＤ

ＣＯＤ ＣＯＤ ＣＯＤ ＣＯＤ ＣＯＤ ＣＯＤ ＣＯＤ ＣＯＤ ＣＯＤ ＣＯＤ ＣＯＤ ＣＯＤ

ＳＳ ＳＳ ＳＳ ＳＳ ＳＳ ＳＳ ＳＳ ＳＳ ＳＳ ＳＳ ＳＳ ＳＳ

その他

※　大腸菌は大腸菌及び嫌気性芽胞菌の検査

※　クリプトはクリプトスポリジウム及びジアルジアの検査

※　α項目　省略不可項目の検査

※　β項目　アンモニアの検査

※　γ項目　硝酸態窒素及び亜硝酸態態窒素・鉄及びその化合物・マンガン及びその化合・塩化物イオン・有機物・PH・臭気・色度・濁度・全窒素・大腸菌数の検査

※ PFOS及びPFOA

大腸菌

大腸菌

大腸菌

大腸菌

大腸菌

大腸菌

農   薬

農   薬 クリプト

農　薬
大腸菌

クリプト

クリプト
農   薬

β　項目
γ　項目

令和 8年度 綾部市水道水質検査計画

4月 5月 6月 7月 3月8月 9月

β 項目
γ 項目

原水

β 項目
γ 項目

大腸菌

β 項目
γ 項目

1月11月 12月

上林浄水場

2月

11項目 11項目項目 11項目

10月

11項目
β 項目
γ 項目

第一浄水場
排水

安場

七百石

西原

第一浄水場

第二浄水場

東八田浄水場

大腸菌

第三浄水場

庄水道

畑口浄水場

草壁水道

農   薬

農　薬
大腸菌

農   薬

小仲水道

小畑

口上林浄水場

於与岐浄水場

原水

大腸菌11項目 11項目11項目

原水

大腸菌
農   薬

11項目
β項目
γ項目

原水

γ 項目
クリプト

農   薬



別表２

給水 原水 給水 原水 給水 原水 給水 原水 給水 原水 給水 原水 給水 原水 給水 原水 給水 原水 給水 原水 給水 原水 給水 原水 給水 原水 給水 原水 給水 原水
1 一般細菌 191 12 1 12 1 12 1 12 1 12 1 12 1 12 1 12 1 12 1 12 1 12 1 12 0 12 0 12 0 12 0
2 大腸菌 191 12 1 12 1 12 1 12 1 12 1 12 1 12 1 12 1 12 1 12 1 12 1 12 0 12 0 12 0 12 0
3 カドミウム及びその化合物 26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0
4 水銀及びその化合物 26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0
5 セレン及びその化合物 26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0
6 鉛及びその化合物 26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0
7 砒素及びその化合物 26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0
8 六価クロム化合物 26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0
9 亜硝酸態窒素 26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0

10 シアン化物イオン及び塩化シアン 71 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 0 4 0 4 0 4 0
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0
12 フッ素及びその化合物 26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0
13 ホウ素及びその化合物 26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0
14 四塩化炭素 26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0
15 １・４－ジオキサン 26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0
16 シス-1・2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン 26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0
17 ジクロロメタン 26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0
18 テトラクロロエチレン 26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0
19 トリクロロエチレン 26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0
20 ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA） 55 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 0 1 0 1 0 1 4 0 4 0 4 0 0 0
21 ベンゼン 26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0
22 塩素酸 60 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0
23 クロロ酢酸 60 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0
24 クロロホルム 60 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0
25 ジクロロ酢酸 60 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0
26 ジブロモクロロメタン 60 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0
27 臭素酸 60 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0
28 総トリハロメタン 60 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0
29 トリクロロ酢酸 60 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0
30 ブロモジクロロメタン 60 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0
31 ブロモホルム 60 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0
32 ホルムアルデヒド 60 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0
33 亜鉛及びその化合物 26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0
34 アルミニウム及びその化合物 35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 0 1 0 1 0 1 0
35 鉄及びその化合物 29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0
36 銅及びその化合物 26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0
37 ナトリウム及びその化合物 26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0
38 マンガン及びその化合物 29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0
39 塩化物イオン 194 12 1 12 1 12 1 12 1 12 1 12 1 12 1 12 1 12 4 12 1 12 1 12 0 12 0 12 0 12 0
40 カルシウム、マグネシウム等（硬度） 32 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 4 0
41 蒸発残留物 41 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 4 1 1 0 4 0 4 0 4 0
42 陰イオン界面活性剤 26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0
43 ジェオスミン 191 12 1 12 1 12 1 12 1 12 1 12 1 12 1 12 1 12 1 12 1 12 1 12 0 12 0 12 0 12 0
44 ２ｰメチルイソボルネオール 191 12 1 12 1 12 1 12 1 12 1 12 1 12 1 12 1 12 1 12 1 12 1 12 0 12 0 12 0 12 0
45 非イオン界面活性剤 26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0
46 フェノール類 26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0
47 有機物（ＴＯＣ） 194 12 1 12 1 12 1 12 1 12 1 12 1 12 1 12 1 12 4 12 1 12 1 12 0 12 0 12 0 12 0
48 ｐＨ 194 12 1 12 1 12 1 12 1 12 1 12 1 12 1 12 1 12 4 12 1 12 1 12 0 12 0 12 0 12 0
49 味 180 12 0 12 0 12 0 12 0 12 0 12 0 12 0 12 0 12 0 12 0 12 0 12 0 12 0 12 0 12 0
50 臭気 194 12 1 12 1 12 1 12 1 12 1 12 1 12 1 12 1 12 4 12 1 12 1 12 0 12 0 12 0 12 0
51 色度 194 12 1 12 1 12 1 12 1 12 1 12 1 12 1 12 1 12 4 12 1 12 1 12 0 12 0 12 0 12 0
52 濁度 194 12 1 12 1 12 1 12 1 12 1 12 1 12 1 12 1 12 4 12 1 12 1 12 0 12 0 12 0 12 0

1 アンチモン及びその化合物 26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0
2 ウラン及びその化合物 26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0
3 ニッケル及びその化合物 26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0
4 1,2-ジクロロエタン 26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0
5 トルエン 26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0
6 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) 26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0
7 亜塩素酸 15 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
8 二酸化塩素 15 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
9 ジクロロアセトニトリル 15 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0

10 抱水クロラール 15 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
11 残留塩素 15 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
12 カルシウム・マグネシウム等（硬度） 26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0
13 マンガン及びその化合物 26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0
14 遊離炭酸 26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0
15 1,1,1-トリクロロエタン 26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0
16 メチル-ｔ-ブチルエーテル 26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0
17 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0
18 臭気強度(TON) 26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0
19 蒸発残留物 26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0
20 濁度 26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0
21 ｐｈ値 26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0
22 腐食性(ランゲリア指数) 26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0
23 従属栄養細菌 26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0
24 1,1-ジクロロエチレン 26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0
25 アルミニウム 26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0

クリプトスポリジウム 11 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ジアルジア 11 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
大腸菌数（定量法） 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
嫌気性芽胞菌 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
農薬類（115項目） 8 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

排 ＢＯＤ 12 12
排 ＣＯＤ 12 12
排 ＳＳ 12 12
原 アンモニア性窒素 6 4 1 1
原 全窒素（TN） 4 4

令和 8 年度 綾部市水道水質検査回数
水道検査
項目合計

上林浄水場 口上林浄水場 東八田浄水場 安場畑口浄水場 小仲水道 草壁水道 庄水道於与岐浄水場 小畑第二浄水場 第三浄水場 西原 七百石第一浄水場


























